
×このような行為は

児童虐待です

広報かみ平成２５年１２月号 広報かみ平成２５年１２月号 １６１７

　しつけと虐待はまったく異なるものです。親の欲求のために行う場合は虐待です。児

童虐待は、重大な人権侵害であり、時には生命を脅かし、心身の成長および人格の形成

に重大な影響を与えます。また、虐待が次の世代にも引き継がれる傾向にあるため、将

来の世代にも懸念を及ぼす深刻な社会問題です。

　

　

児童虐待のサイン

◆子どもの様子

●不自然なアザや傷、やけど等がある。

●いつも服装や身体が汚れている。

●あまり笑わない。表情が乏しい。

●夜遅くまで、家に帰りたがらない。

◆家庭の様子

●いつも子どもの泣き叫ぶ声が長時間

　聞こえる。

●子どもを残したまま頻繁に外出して

　いる。

●大人の怒鳴り声や、物を投げつける

　ような音が聞こえる。

●子どもを過剰にしかる。

●子どもの姿を見かけない。

殴る、ける、激しく揺さ

ぶる、熱湯をかける、縛

り付ける、閉じ込める、

冬に戸外に閉め出すなど

一人で悩まずご相談を

　子育てには、さまざまな悩みや不安

がつきものです。家族間のストレスや

子育てを一人で抱え込むことや、経済

的な要因などが複雑に絡みあって、い

つのまにか児童虐待が起こるといわれ

ています。子育てに悩

みや不安を感じた

ら、一人で悩まず、

気軽に相談してくだ

さい。
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福祉事務所　☎５３－３１１７

香美市家庭児童相談室　☎５３－３１４４

高知県中央児童相談所　☎０８８－８６６－６７９１

児童相談所全国共通ダイヤル　☎０５７０－０６４－０００

地域の皆さんの目配りが、子どもたちを救います。連絡は匿名でも可能です。

身体的虐待

適切な食事を与えない、

不衛生な環境に置く、病

院に連れて行かない、家

や車内に放置するなど

放棄・放任
性的行為の強要、性器や

性行為を見せる、ポルノ

写真を見せる、被写体に

するなど

性的虐待

暴言、無視、拒否、兄弟

間での差別扱い、児童の

目の前で配偶者などへの

暴力や暴言など

心理的虐待

平成２６年度の募集保育園　※保育時間は、居残り・延長保育時間を含みます。

保　育　園　名 定員 保　育　時　間 年　　　齢

なかよし保育園 １８０
（月～金）７：３０～１８：３０

（　土　）７：３０～１２：３０

０歳～５歳
（０歳児は２カ月以上）

０歳～５歳
（０歳児は２カ月以上）

０歳～５歳
（０歳児は２カ月以上）

３歳～５歳
（年度途中でも３歳になれば入園可）

（月～金）７：５０～１７：３０

（　土　）７：５０～１２：３０

あけぼの保育園

片 地 保 育 園

新 改 保 育 園

１８０

６０

（月～金）８：００～１６：３０

（　土　）８：００～１２：００
若 藤 保 育 園

０歳～５歳
（０歳児は６カ月以上）

（月～金）７：３０～１８：３０

（　土　）８：００～１２：００
大 栃 保 育 園

３０

６０

０歳～２歳
（０歳児は産休明けから）

（月～金）７：００～１８：３０

（　土　）７：００～１７：３０
ひまわり保育園（私立） ６０

１歳～５歳
（年度途中でも１歳になれば入園可）

（月～金）７：３０～１８：００

（土）美良布保育園で合同保育
双 葉 保 育 園 ３０

４５

（月～土）７：００～１９：００

美良布保育園 １３５ （月～土）７：３０～１８：３０

１歳～５歳

対象児童
　保育園へ入園できる基準に該当し、原則として香美市
に居住し、住民登録している児童。

受付場所　
教育振興課幼保支援班　☎５３－１０８８

香北支所内香北分室　　☎５２－９２８７

物部支所内物部分室　　☎５２－９２９０

受付期間
１月８日（水）～２２日（水）８時３０分～１７時１５分
　※土・日・祝日を除く

◆受付時間の延長について…教育振興課幼保支援班・香

　北分室では、１月９日（木）・１６日（木）は、１９時

　まで受付時間を延長します。

入園申込書について
　申込書等一式は、１２月４日（水）から上記受付場所の

ほか、繁藤出張所・各保育園・子育てセンターなかよし

・子育てセンターびらふで配布します。なお、現在入園

している児童には、保育園で配布します。

　

　入園できる児童は、同居している家族

のいずれもが、次のいずれかの理由で児

童を保育することができない場合です。

①家庭外で働くことを常態としている。

②家庭内で児童と離れ、日常の家事以外

　の仕事をすることを常態としている。

③妊娠中、または出産後間がない。

④病気や負傷により、心身に障害を有し

　ている。

⑤長期にわたり、疾病の状態にあるか、

　心身に障害のある人がいるため、常時

　その看護にあたっている。

⑥災害により家を失ったり、破損した場

　合で、その復旧に当たっている。

※このほか家庭で保育できないことを市

　長が認める場合には入園できます。

※育児、家事および集団教育目的は入園

　理由となりません。

※保育園に園区はありません。

※求職中であっても申し込みできます。

　ただし、入園承諾期間が限られますの

　で、ご相談ください。

　平成２６年度に保育園へ入園を希望する児童を募集します。

保育園へ入園できる基準保育園へ入園できる基準保育園へ入園できる基準

保育園児募集保育園児募集保育園児募集


